
＜通常規模＞

（1日あたり　単位：円）

リハマネージメント
加算

入浴介助加算
ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化

加算　(Ⅰ)イ
介護職員処遇改善

加算　Ⅰ
 介護職員特定処遇

改善加算

要介護１ 579円

要介護２ 692円

要介護３ 803円

要介護４ 935円

要介護５ 1,065円

（1日あたり　単位：円）

リハマネージメント
加算

入浴介助加算
ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化

加算　(Ⅰ)イ
介護職員処遇改善

加算　Ⅰ
 介護職員特定処遇

改善加算

要介護１ 345円

要介護２ 400円

要介護３ 457円

要介護４ 513円

要介護５ 569円

【注記】

・　お支払いいただく「利用者負担金」は負担割合証に応じ基本は1割ですが、一定所得者以上者は2割(3割)負担となります。
・　入浴介助加算は、入浴サービスを実施された場合に料金が発生します。
・　サービス提供体制強化加算は前年度の職員の状況により、毎年4月に変更することがあります。
　　変更が生ずる場合については事前に書面にて通知致します。
・　介護職員処遇改善加算について、所定単位は基本料金からサービス提供体制強化加算までの合計額に記載のパーセ
　　ンテージを乗じた額です。
・　生活保護受給者/原爆被害者の方は、介護保険利用者負担金の全額が免除となりますので、食事の提供に要する費用
　　のみの請求となります。

（月額　単位：円）

予防リハマネージ
メント加算

入浴加算
ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化

加算　(Ⅰ)イ
介護職員処遇改善

加算　Ⅰ
 介護職員特定処遇

改善加算

要支援1 1,721円 72円

要支援2 3,634円 144円

【注記】

・　お支払いいただく「利用者負担金」は負担割合証に応じ基本は1割ですが、一定所得者以上者は2割(3割)負担となります。
・　サービス提供体制強化加算は前年度の職員の状況により、毎年4月に変更することがあります。
　　変更が生ずる場合については事前に書面にて通知致します。
・　介護職員処遇改善加算について、所定単位は基本料金からサービス提供体制強化加算までの合計額に記載のパーセ
　　ンテージを乗じた額です。
・　生活保護受給者/原爆被害者の方は、介護保険利用者負担金の全額が免除となりますので、食事の提供に要する費用
　　のみの請求となります。

運営規定添付

330円

加算料金

※サービス提供時間：２時間以上３時間未満　５時間以上６時間未満

介護保険　利用者負担金　（1割負担の場合）

合計単位数
×2.0％

330円

加算料金

なし

予防通所リハビリテーションサービス利用料金

令和元年10月1日改正

介護区分

食事の提供
に

要する費用
（法定外費用）

1回あたり

基本料金

330円

加算料金

介護保険　利用者負担金　（1割負担の場合）

合計単位数
×2.0％

なし
合計単位数

×4.7％
460円

18円
合計単位数

×4.7％
460円

50円 18円
合計単位数

×4.7％
460円

令和元年10月1日改正

※サービス提供時間：２時間以上３時間未満

介護区分

食事の提供
に

要する費用
（法定外費用）

1回あたり

基本料金

合計単位数
×2.0％

通所リハビリテーションサービス利用料金

令和元年10月1日改正

※サービス提供時間：５時間以上６時間未満

介護区分

食事の提供
に

要する費用
（法定外費用）

1回あたり

基本料金

介護保険　利用者負担金　（1割負担の場合）


